
近畿地方整備局 配布
平成21年10月28日

日時
１４時

資料配布

（株）ＳＡＮＰＯＵ

概要

取扱い

配布場所

問合せ先

国土交通省近畿地方整備局
　大阪市中央区大手前１－５－４４
　　大阪合同庁舎第１号館　℡０６－６９４２－１１４１
　　　総務部契約課長　　　　　中村　学　　 （内線　２５１１）
　　　総務部契約課長補佐　　赤穂　好宏　（内線　２５１２）
　神戸市中央区海岸通２９
　　神戸地方合同庁舎　℡　０７８－３９１－７５７６
　　　総務部経理調達課長　 　 　　齋木　良之　（内線　６３１０）
　　　総務部経理調達課長補佐　　仲田　孝二　（内線　６３１３）

件名

建設業法に基づく監督処分（営業停止処分)を受けたことによる指名
停止措置について

   近畿地方整備局は、（株）ＳＡＮＰＯＵが大阪府知事から建設業法に
基づく監督処分（営業停止処分）を受けたことについて、平成２１年１
０月２８日、指名停止の措置を行った。

近畿建設記者クラブ
大手前記者クラブ
神戸海運記者クラブ
神戸民放記者クラブ
みなと記者クラブ



 

１．案件の概要

２．指名停止措置理由

指名停止業者　： （株）ＳＡＮＰＯＵ

大阪府大阪市西淀川区大野１－４－１３

代表取締役　嶋本　美喜

３．指名停止の期間

指名停止機関  ： 近畿地方整備局 ※他地整における指名停止措置はありません。

指名停止期間  ： 平成２１年１０月２８日から平成２１年１２月２７日まで（２ヵ月）

工事請負契約に係る指名停止等の措置要領　別表２－１３

   この行為は、建設業法違反行為であり、本件事業者に対し、以下の措置を行うものである。

  （株）ＳＡＮＰＯＵが大阪府知事から建設業法に基づく監督処分（営業停止処分）を受けたことは、
指名停止措置要領別表２－１３に該当するものであり、総合的に判断して下記のとおり指名停止措
置を行う。

（建設業法違反行為）
１３ 当該地方整備局が所管する区域内において、建設業法（昭和２４年法律第１００号）の規定に
違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき（次号に掲げる場合を除
く。）。

平成21年10月28日

近畿地方整備局

（株）ＳＡＮＰＯＵは、大阪府発注の工事において、建設業法第２４条の７の規定に違反して、虚偽
の施工体制台帳を作成した。また、同法第３条第１項の規定に違反して同項の許可を受けないで建
設業を営む者と、下請契約を締結した。
このことが、同法第２８条第１項第２号及び第６号に該当するとして、平成２１年９月２４日、大阪府
知事から監督処分（営業停止処分）を受けた。

（株）ＳＡＮＰＯＵに対する指名停止措置について


